
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
読
み
取
り
機

能
付
き
の
ス
マ
ホ
や
税
務
署
で
Ｉ
Ｄ
と

パ
ス
ワ
ー
ド
を
取
得
し
た
方
は
、
便
利

な
ス
マ
ホ
申
告
を
利
用
で
き
ま
す
。

年
末
調
整
済
で
医
療
費
控
除
や
ふ
る

さ
と
納
税
な
ど
の
寄
付
金
控
除
の
申
告

を
す
る
方
の
ほ
か
、
年
末
調
整
が
済
ん

で
い
な
い
方
、
２
カ
所
以
上
の
給
与
所

得
が
あ
る
方
、
年
金
収
入
や
副
業
等
の

雑
所
得
が
あ
る
方
な
ど
、
多
く
の
方
が

「
ス
マ
ホ
専
用
画
面
」
で
所
得
税
の
確

定
申
告
書
が
作
成
で
き
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防

止
の
観
点
か
ら
も
ぜ
ひ
自
宅
か
ら
ス
マ

ホ
申
告
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

大
田
原
税
務
署
（
代
表
）

☎
0
2
8
7
‐
2
2
‐
3
1
1
5

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
で
、

次
に
該
当
す
る
方
は
、
町
が
交
付
す
る

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
申
請
書
」

を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
者
控

除
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
税
の
申
告
に
必

要
な
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者　

65
歳
以
上
で
要
介
護
認
定

を
受
け
て
い
る
方
の
う
ち
、
「
障
害

者
等
で
あ
る
こ
と
の
認
定
基
準
」
に

該
当
す
る
方
（
要
支
援
１
・
２
の
方

は
除
き
ま
す
）

▼
申
請
者　

本
人
ま
た
は
本
人
を
扶
養

申
告
す
る
方

▼
申
請
期
間

１
月
12
日
㈫
〜
３
月
15
日
㈪

▼
交
付
手
数
料　

無
料

▼
必
要
書
類
　

・
介
護
保
険
被
保
険
者
証

・
印
か
ん

・
本
人
以
外
が
申
請
す
る
場
合
は
身
分

を
証
明
す
る
も
の（
運
転
免
許
証
等
）

▼
注
意
事
項

○
基
準
が
あ
る
た
め
、
要
介
護
認
定
を

受
け
て
い
る
方
が
必
ず
し
も
対
象
に

な
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

○
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
は
、

手
帳
に
よ
り
税
の
申
告
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

▼
申
請
・
問
合
せ　

保
健
福
祉
課
介
護

保
険
係　

☎
72 

６
９
１
0
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いつでもどこでもスマホで申告！

所
得
税
・
個
人
消
費
税
・
贈
与
税
の

確
定
申
告
会
場
を
次
の
と
お
り
設
置
し

ま
す
。

▼
場
　
所　

大
田
原
税
務
署
別
館

▼
期
　
間　

１
月
25
日
㈪
〜
３
月
15
日
㈪

（
土
日
祝
日
を
除
く
）

▼
受
付
時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４

時（
申
告
書
の
提
出
は
午
後
５
時
ま
で
）

・
時
間
前
に
相
談
受
付
を
終
了
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

・
相
談
時
間
は
午
前
９
時
か
ら
で
す
。

▼
注
意
事
項

○
混
雑
緩
和
を
図
る
た
め
確
定
申
告
会

場
へ
の
入
場
に
は
、
入
場
で
き
る
時

間
枠
が
指
定
さ
れ
た「
入
場
整
理
券
」

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
入
場
整
理
券

は
、
会
場
で
当
日
配
布
し
ま
す
が
、

L
I
N
E
を
通
じ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
事

前
発
行
も
で
き
ま
す
。
詳
細
は
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

の
一
環
と
し
て
、
還
付
申
告
の
方
の

相
談
を
２
月
15
日
㈪
以
前
で
も
受
け

付
け
ま
す
。

○
確
定
申
告
会
場
に
来
場
す
る
際
は
、マ

ス
ク
を
着
用
し
、で
き
る
限
り
少
人
数

で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

○
入
場
の
際
に
検
温
を
実
施
し
ま
す
。

せ
き
、
発
熱
等
の
症
状
の
あ
る
方
は
、

入
場
を
ご
遠
慮
い
た
だ
く
場
合
が
あ

り
ま
す
。

▼
問
合
せ　

大
田
原
税
務
署
（
代
表
）

☎
０
２
８
７
‐
２
２
‐
３
１
１
５

令
和
３
年
１
月
か
ら
自
動
車
税
種
別

割
や
不
動
産
取
得
税
な
ど
の
県
税
が

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
や
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
ａ
ｙ 

で
納
付
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

○
税
額
が
30
万
円
以
下
の
バ
ー
コ
ー
ド

が
印
字
さ
れ
た
納
付
書
に
限
り
ま
す
。

○
決
済
手
数
料
は
か
か
り
ま
せ
ん
。
た

だ
し
、
別
途
通
信
費
が
必
要
で
す
。

○
領
収
証
や
自
動
車
税
種
別
割
納
税
証

明
書
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。
必
要
な

方
は
、
コ
ン
ビ
ニ
や
金
融
機
関
、
県

税
事
務
所
の
窓
口
で
納
付
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
問
合
せ

大
田
原
県
税
事
務
所
収
税
課

☎
０
２
８
７
‐
２
３
‐
４
１
７
１

大
田
原
税
務
署　

令
和
２
年
分
の
確
定
申
告
会
場

大
田
原
税
務
署　

令
和
２
年
分
の
確
定
申
告
会
場

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
裁
ア
プ
リ
で
県
税
が
納
付
で
き
ま
す

税
法
上
の
障
害
者
控
除

認
定
証
発
行
の
ご
案
内

大
田
原
税
務
署　

令
和
２
年
分
の
確
定
申
告
会
場

Payment method


